泉佐野市浄化槽定期検査補助金交付要綱


（補助の目的）
第1条 この要綱は、浄化槽法（昭和５８年法律第４３号、以下「法」という。）第１１条第１項の規定に基づく浄化槽の定期検査（以下「定期検査」という。）費用に対し市が予算の範囲内で助成を行うことにより、定期検査の受検率を向上させるとともに、適正な保守点検及び清掃の実施を確保し、ひいては、生活排水による公共水域の水質汚濁を防止し、生活環境及び公衆衛生の向上への寄与を目的とする。

（規則との関係）
第２条　補助金の交付に関しては、泉佐野市補助金等交付規則（平成17年2月16日泉佐野市規則第2号。）によるほか、この要綱の定めるところによる。

（定義）
第３条　この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
（1） 浄化槽とは、法第２条第1項第１号に規定するし尿及びこれと併せて雑排水を処理するものをいう。
（2） 浄化槽管理者とは、法第７条第１項に規定する者をいう。
（3） 指定検査機関とは、法第５７条に基づく大阪府知事指定の「一般社団法人　大阪府環境水質指導協会」をいう。

（実施主体）
第４条　この補助金の実施主体は、泉佐野市とする。

（補助の対象となる浄化槽）
第５条　補助の対象となる浄化槽は、次の各号に定めるところによる。
（1） 泉佐野市内及び泉佐野市長が定める地域の専用住宅、併用住宅に設置された10人槽以下の浄化槽。
（2） その他市長が認める浄化槽。

（補助の対象外となる浄化槽）
第６条　補助の対象外となる浄化槽は、次の各号に定めるものとする。
（1） し尿のみを処理する単独浄化槽。
（2） 販売、賃借等営利を目的として設置された浄化槽。
（3） その他、市長が対象外と判断する浄化槽。

（補助金の額）
第７条　補助金額は、浄化槽１基当たり5千円とする。

（検査費用の負担）
第８条　補助対象となる浄化槽の定期検査に係る費用については、市が浄化槽管理者に代わり、指定検査機関に対して補助金を交付することにより負担するものとする。
２　指定検査機関は、前項に規定する定期検査については、浄化槽管理者から検査費用を徴収しないものとする。

（補助金の交付申請）
第９条　指定検査機関は、前条の規定の交付を受けようとするときは、次に掲げる書類を添えて市長に申請しなければならない。
（1） 泉佐野市浄化槽定期検査補助金交付申請書（様式１号）
（2） 検査対象一覧
（3） 浄化槽法第１１条検査結果書
（4） その他市長が必要と認める書類

（補助金の交付決定及び交付額の確定）
第１０条　市長は、前条の規定による交付申請があったときは、その内容を審査し、交付の可否を決定し、交付額を確定する。
２ 市長は、前項の交付決定及び交付額を確定したときは、補助金交付決定兼交付額確定通知書（様式２号）により、また、交付しない旨の決定をしたときは、補助金不交付決定通知書（様式３号）により指定検査機関に通知するものとする。

（補助金の請求及び交付）
第１１条 市長は，前条の規定による補助金の交付決定及び交付額確定後、補助金交付請求書による指定検査機関の請求により、補助金を交付するものとする。

（交付決定の取消し）
第１２条 市長は、指定検査機関が次の各号のいずれかに該当したときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
（１） 偽りその他不正な手段により補助金の交付決定を受けたとき。
（２）その他市長が不適当と認めたとき。
２ 市長は、前項の規定により補助金の交付決定を取り消したときは、補助金交付決定取消通知書（様式４号）により指定検査機関に通知するものとする。

（補助金の返還）
第 １３ 条 市長は、前条の規定により補助金の全部又は一部を取り消した場合、補助金が既に交付されているときは、その返還を命じることができる。

（その他）
第１４条　この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

附則
　この要綱は、令和８年４月１日から施行する。























様式第１号（第９条関係）


　　　　　　　　年　　月　　日

泉佐野市長　様

一般財団法人　大阪府環境水質指導協会



泉佐野市浄化槽定期検査補助金交付申請書


泉佐野市浄化槽定期検査補助金について、泉佐野市浄化槽定期検査補助金交付要綱の第９条の規定により、下記のとおり交付申請します。



記


１．泉佐野市浄化槽定期検査補助金交付申請件数　　　　　　件（別紙一覧参照）




２. 泉佐野市浄化槽定期検査補助金額　　　　　　　　　　　　　　　　　　円






様式第２号（第１０条関係）

泉佐生環第　　　　号
　　　　年　　月　　日

一般社団法人　大阪府環境水質指導協会　様

泉佐野市長



泉佐野市浄化槽定期検査補助金交付決定兼交付額確定通知書


　　年　　月　　日付で申請のあった泉佐野市浄化槽定期検査補助金については、下記のとおり交付決定及び交付額が確定しましたので、泉佐野市浄化槽定期検査補助金交付要綱第１０条の規定により通知します。



記


　交付確定額　　　金　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　円












様式第３号（第１０条関係）

泉佐生環第　　　　号
　　　　年　　月　　日

一般社団法人　大阪府環境水質指導協会　様

泉佐野市長



泉佐野市浄化槽定期検査補助金不交付決定通知書


　　年　　月　　日付で申請のあった泉佐野市浄化槽定期検査補助金については、下記の理由により（全部・一部）交付しないことに決定しましたので、泉佐野市浄化槽定期検査補助金交付要綱第１０条の規定により通知します。



記


（理由）












様式第４号（第１２条関係）

泉佐生環第　　　　号
　　　　年　　月　　日

一般社団法人　大阪府環境水質指導協会　様

泉佐野市長



泉佐野市浄化槽定期検査補助金交付決定取消通知書


　　年　　月　　日付、泉佐生環第　　号で交付決定及び交付額を確定した泉佐野市浄化槽定期検査補助金については、下記のとおりその交付決定を取り消したので、泉佐野市浄化槽定期検査補助金交付要綱第１２条の規定により通知します。



記


　１．取り消した補助金額　　金　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　円


　２．取消し内容とその理由




  


